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鳥取県立博物館 Ａ重油納入仕様書 

 

１ 納入する物品に関する事項等 

（１）調達物品の名称 

   Ａ重油（ＪＩＳ １種１号 硫黄分０．５％以下） 

 

（２）年間納入予定数量 

   ８７キロリットル 

   予定数量は、気象条件等により変動する場合がある。 

 

（３）納入場所 

   鳥取県鳥取市東町二丁目１２４ 鳥取県立博物館（添付の｢図面｣及び｢写真｣参照） 

 

（４）納入期間 

   契約締結日から令和９年３月３１日まで 

 

２ 納入に関すること 

（１）納入方法 

   Ａ重油を鳥取県立博物館に納入する際は、鳥取県立博物館職員等の立会の上、給油口に給

油すること。また、納入希望日の前々日の注文にも対応できること。 

 

（２）１回当たりの給油量 

   納入１回当たりの数量は、４キロリットル程度とし、運搬に用いる車輌は、自社で保有す

る４キロリットル以下のタンクローリーとする。 

（令和６，７年度実績：標準納品は４キロリットルとし、数回は２キロリットルで納品。） 

 

（３）給油口 

給油車両の停車位置と給油口まで、１０ｍ程度離れているため、給油にあたっては、延長

ホースを準備すること。また、博物館の給油口に給油できるアダプターを準備すること。 

 

（４）地下タンク及び油配管 

   Ａ重油用オイルタンクは、地階空調機械室に隣接したオイルタンク室内に設置されており、

給油口と水平距離で２０ｍ以上離れている。また。屋外の給油口から外壁面に露出して油配

管が約４ｍ立上っている。給油管には、逆止弁が設置されているが、給油終了時には、延長

ホース及び給油口内に残った重油が、吹きこぼれないように、空気圧送等を行い、漏油のな

いように給油すること。 

 

（５）漏油等 

   給油に当たっては、給油口周辺、地下駐車場及び構内車道部等で、漏油等のないよう充分

注意すること。 

   漏油等があった場合は、側溝・排水槽に流入しないよう布等で拭き取る等の対応をするこ

と。万一、側溝・排水槽に流出した場合、油吸着マットによる油の回収又は中和材等を使用

し、油拡散被害の防止を図ること。 

 

（６）試験成績表の提出 

納入するＡ重油の試験成績表（石油元売りから毎月送付される代表性状表）を発注者に毎

月提出すること。 

 



 

 

３ 単価変更に関すること 

（１）契約締結後において市況価格が変動する可能性があるので、常に適正価格での購入を確保

するため、単価変更に伴う契約変更を締結することがある。 

 

（２）単価の変更を行う場合の基準及び変更方法は次のとおりとする。 

原則、一般財団法人経済調査会（以下「経済調査会」という。）が発表する旬刊デジタル

物価版「石油製品編」の鳥取県のミニローリー渡し・Ａ重油・一般の市況価格が、直前の契

約単価改定時の市況価格と２円以上の変動が生じた場合、翌月上旬号の市況価格をもとに契

約単価の変更協議を行うこととする。ただし、翌月上旬号の市況価格が２円未満の変動とな

った場合は、変更協議を行わないこととする。 

経済調査会が発表するデジタル物価版の上旬号、中旬号、下旬号のいずれかにおいて、直

前の契約単価改定時から４円以上の変動があった場合は、翌週以降の契約単価の変更協議を

行うこととする。 

 

ア 変更単価の算定方法 

当初契約時の消費税及び地方消費税を含まない契約単価に、「変動時の市況価格－入札

時の市況価格」に「入札率（＊１）」を乗じた金額を加算（数値が負の場合は減算）した

金額をもって、変更後の契約単価とする。 

＊１ 入札率・・・・入札時現在の市況価格に対する入札価格の割合 

イ 変更単価の算出単位 

算出は消費税及び地方消費税を含まない金額で小数点以下第１位までを有効とし、小数

点以下第２位以降は切り捨てるものとする。 

 

４ 代金の請求に関すること 

１か月分をとりまとめて行うものとし、契約単価に納入した月の納入数量を乗じて得た金額

に、当該金額の消費税及び地方消費税相当額を加算した金額（１円未満の端数があるときは、

その端数を切り捨てる。）を、納入した月の翌月に請求するものとする。 

 

５ 契約保証金について 

  落札後契約時、下記の免除規定に該当しない場合は「契約保証金」または「それに代わるも

の」の納付が必要になる。 

 

（１）免除規定 

   鳥取県会計規則（昭和３９年鳥取県規則第１１号）第１１２条第４項該当号 

  ア 保険会社との間で、鳥取県を被保険者とする履行保証保険契約を締結した時 

→保証証券の提出が必要。 

  イ 過去２年間に、国または地方公共団体と同種同規模の契約を締結し、これを誠実に履行

したと認められる場合 

→契約書の写しを提出のこと。 

 

（２）免除規定に該当しない場合 

  ア 契約保証金の納付 

・契約保証金 

（(入札金額×年間納入予定数量 85,000 ㍑＋消費税及び地方消費税相当額）×1/10 以上の額)   

 イ 契約保証金に代わるものを納付 

・国債、地方債、政府保証債権 

・銀行が振りだし、又は支払い保証をした小切手 
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